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各
種
手
続
き
は
郵
送
可
。
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら

も
、
郵
送
に
よ
る
申
請
に
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

　
問
地
域
健
康
福
祉
室
（
長
寿
・
介
護
保

険
担
当
）
☎
８
４
１
・
１
４
６
０
、
〃

８

４
４
・
０
３
１
５

介
護
保
険
施
設
の
負
担
額
を
軽
減

市
民
税
非
課
税
世
帯
で
介
護
保
険
施
設
サ

ー
ビ
ス
や
短
期
入
所
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
）
を
利
用
す
る
人
は
「
介
護
保
険
負
担

限
度
額
認
定
証
」
利
用
施
設
に
提
示
す
る

と
食
費
・
居
住
費
（
滞
在
費
）
の
負
担
額

が
減
額
さ
れ
ま
す
。
対
象
者
は
申
請
を
。

す
で
に
認
定
証
を
所
持
し
て
い
る
人
に
は

６
月
上
旬
に
更
新
勧
奨
通
知
を
送
付
す
る

の
で
手
続
き
を
。
▼
要
件
　
⑴
生
活
保
護

受
給
者
。
⑵
本
人
お
よ
び
世
帯
全
員
（
世

帯
分
離
し
て
い
る
配
偶
者
を
含
む
）
が
市

民
税
非
課
税
者
で
、
預
貯
金
等
に
つ
い
て

は
下
表
の
通
り
変
わ
り
ま
す
。

低
所
得
者
の
保
険
料
特
別
軽
減

　
次
の
要
件
全
て
に
該
当
す
る
人
は
、
納

期
限
が
過
ぎ
て
い
な
い
保
険
料
額
を
軽
減

で
き
ま
す
。
▼
要
件
　
⑴
市
民
税
非
課
税

世
帯
⑵
世
帯
の
前
年
の
収
入
金
額
の
合
計

が
１
５
０
万
円 (

世
帯
員
が
２
人
以
上
の

場
合
は
、
２
人
目
以
降
１
人
に
つ
き
50
万

円
を
加
算
し
た
額) 

以
下
⑶
市
民
税
課
税

者
に
扶
養
さ
れ
て
い
な
い
⑷
資
産
を
活
用

し
て
も
生
活
困
窮
状
態
に
あ
る (

居
住
用

以
外
の
土
地
・
家
屋
が
な
く
、
預
貯
金
が

３
５
０
万
円
以
下
な
ど)

。
申
請
の
詳
細

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
ま
た
は
同
担
当

へ
お
問
い
合
わ
せ
を
。

社
会
福
祉
法
人
に
よ
る
介
護

サ
ー
ビ
ス
の
負
担
額
を
軽
減

　
要
件
に
該
当
す
る
人
は
、
申
し
出
に
よ

り
、
社
会
福
祉
法
人
が
提
供
す
る
介
護
サ

ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担
額
な
ど
が
軽
減
さ

れ
ま
す
。
減
額
は
利
用
者
負
担
額
の
25
％

（
老
齢
福
祉
年
金
受
給
者
は
50
％
）。
特
別

養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
施
設
サ
ー
ビ
ス
・
短

期
入
所
で
は
食
費
・
居
住
費
（
滞
在
費
）、

通
所
介
護
で
は
食
費
に
つ
い
て
も
軽
減
の

対
象
（
日
常
生
活
費
は
軽
減
対
象
外
）。

ま
た
、
生
活
保
護
受
給
者
は
申
し
出
に
よ

り
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
・
短
期
入
所
の
個
室

の
居
住
費
（
滞
在
費
）
が
軽
減
対
象
に
。

対
象
と
な
る
要
件
な
ど
詳
細
は
同
担
当
へ

お
問
い
合
わ
せ
を
。

介護保険料
　被保険者の昨年中の合計所得金額等や令和
３年４月１日または取得日の世帯状況によっ
て15段階に分かれています。

納付方法

　年金からの引き去り（特別徴収）の場合は、年
金支給月（偶数月）に支払われる年金から引き去
ります。納付書または口座振替（普通徴収）の
場合は４月～来年３月の１年分を、６月から来年３
月の毎月１回（計10回）払いになります。

保険料の
減免

　災害で資産に大きな損害を受けた場合や大
幅に収入が減少した場合などで保険料や介護
サービスの自己負担が減免されることがありま
す。詳細は同担当へお問い合わせを。新型コ
ロナウイルス感染症による収入減少について
も対象となる場合があります。

　介護保険制度は40歳以上の人の保険料と公費で運営され
ています。65歳以上の第１号被保険者には６月中旬に令和
３年度の介護保険料納付通知書または介護保険料決定通知
書を送付します。40歳～64歳の第２号被保険者は、それぞ
れが加入する医療保険の保険料と一括徴収。

６月中旬に65歳以上の人
納付通知書を送付します。

利用者負担段階 対象者 預貯金額（夫婦）

第１段階 ・生活保護受給者
・世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者 1000万円（2000万円）以下

第２段階

本人および世帯全員
が住民税非課税

年金収入額+合計所得金額が
80万円以下 650万円（1650万円）以下

第３段階⑴ 年金収入額+合計所得金額が
80万円超～120万円以下 550万円（1550万円）以下

第３段階⑵ 年金収入額+合計所得金額が
120万円超 500万円（1500万円）以下

介護保険
社会全体で介護を支える
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病
気
な
ど
の
際
に
安
心
し
て
医
療
が
受

け
ら
れ
る
よ
う
、
医
療
費
の
負
担
を
分
か

ち
合
う
た
め
の
制
度
で
す
。

　
問
国
民
健
康
保
険
室
☎
８
４
１
・
１
４

０
３
、
5
８
４
１
・
３
７
１
６

令
和
3
年
度
の
保
険
料
率

　
保
険
料
は
前
年
の
所
得
に
よ
り
年
度
ご

と
に
決
定
。
令
和
３
年
度
の
保
険
料
率
・

算
定
方
法
は
左
表
の
と
お
り
。

◆
年
度
内
に
75
歳
に
な
る
人
　
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
で
す
。
誕
生
日

月
の
前
月
分
ま
で
国
民
健
康
保
険
料
の
納

付
が
必
要
で
す
。
世
帯
で
他
に
も
国
民
健

康
保
険
加
入
者
が
い
る
場
合
、
年
度
内
は

世
帯
と
し
て
算
定
し
た
保
険
料
の
納
付
が

必
要
。

６
月
中
旬
に 

納
付
通
知
書
を
送
付

　
４
・
５
月
分
を
含
む
12
カ
月
分
の
保
険

料
を
６
月
～
来
年
３
月
の
10
回
に
分
け
て

納
め
ま
す
。
納
期
限
は
各
月
の
末
日
（
12

月
は
27
日
）、
土
・
日
曜
、
祝
日
の
場
合

は
次
の
平
日
。
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者

全
員
が
65
歳
以
上
75
歳
未
満
の
世
帯
で
、

世
帯
主
が
年
金
を
受
給
し
て
い
る
世
帯
は

保
険
料
が
特
別
徴
収
（
年
金
支
給
月
に
保

険
料
を
年
金
か
ら
引
き
去
り
）
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

◆
保
険
料
納
付
は
原
則
口
座
振
替
で

　手

間
が
省
け
、
納
め
忘
れ
防
止
に
も
。
納
付

通
知
書
に
同
封
の
申
込
書
を
市
役
所
別
館

２
階
国
民
健
康
保
険
室
ま
た
は
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
を
含
む
取
扱
金
融
機
関
へ
持
参
。
郵

送
（
〒
573
―
８
６
６
６
市
国
民
健
康
保
険

室
）
可
。
金
融
機
関
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー

ド
で
手
続
き
が
で
き
る
「
ペ
イ
ジ
ー
口
座

振
替
サ
ー
ビ
ス
」
も
同
室
・
各
支
所
で
利

用
可
。

納
付
相
談

　
保
険
料
の
支
払
い
が
困
難
な
と
き
は
、

納
付
方
法
の
相
談
を
。
災
害
や
失
業
な
ど

が
理
由
の
と
き
は
申
請
に
よ
り
減
免
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
に
よ
り
事
業
収
入
等
が
減
少

す
る
見
込
み
の
あ
る
場
合
も
、
申
請
に
よ

り
減
免
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ま
ず
は
ご
相
談
を
。

失
業
者
へ
保
険
料
の
軽
減

　
倒
産
や
解
雇
、
雇
い
止
め
な
ど
会
社
等

の
事
情
で
職
を
失
っ
た
場
合
、
保
険
料
の

負
担
を
軽
減
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
軽

減
を
受
け
る
に
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
交

付
さ
れ
た
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
を
提

示
し
て
の
届
出
が
必
要
で
す
。

加
入
・
脱
退
な
ど
の 

届
け
出
は
14
日
以
内
に

　
退
職
や
失
業
等
で
職
場
の
健
康
保
険
を

脱
退
し
た
場
合
は
、
無
保
険
と
な
ら
な
い

よ
う
速
や
か
に
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ

い
。
届
け
出
が
遅
れ
る
と
加
入
資
格
が
で

き
た
時
点
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
保
険
料
を

納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
ほ
か
、
そ

の
間
の
医
療
費
が
全
額
自
己
負
担
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
職
場
の
健
康

保
険
に
加
入
し
た
こ
と
に
よ
り
国
民
健
康

保
険
を
や
め
る
場
合
も
届
け
出
が
必
要
。

　
※
原
則
は
14
日
以
内
で
す
が
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
等
の
影
響
に
よ
り
、
届
け

出
で
き
な
い
場
合
は
ご
相
談
を
。

６
月
は
窓
口
が
混
み
合
い
ま
す

　
窓
口
の
待
ち
人
数
を

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
（
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）
で
確

認
で
き
ま
す
（
下
記
コ

ー
ド
参
照
）。

　※確定申告の期限延長により、保険料算定金額が修正される場合があります。

制度改革による
保険料への影響
　大阪府内の保険料は令
和６年までに段階的に統
一化される予定です。令
和３年度の保険料率は、
本市独自の措置により、
前年度と据え置き（一部
引き下げ）としています。

保険料の算定方法 医療給付費分
（加入者全員）

後期高齢者
支援金等分
（加入者全員）

介護納付金分
（40歳～64歳）

所得割
（総所得から基礎控除43万円
を引き右記の率を乗じます）

8.42% 2.88% 2.48%

均等割
（加入者一人当たり） 2万4540円 8330円 1万7450円

平等割（加入一世帯当たり） 2万7390円 9290円 なし

限度額（各項目の上限額） 63万円 19万円 17万円

送付先の変更ができます
　入院や介護施設に入所する場合などは、送付
先変更の申請をすれば市や大阪府後期高齢者医
療広域連合から送付する郵便物を家族等の住所
に届けることができます。

問後期高齢者医療担当
☎ 841・1334、〃846・2273

後期高齢者医療制度

国民健康保険
安心で健康な生活を助け合って支える
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各
種
手
続
き
は
郵
送
可
。
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら

も
、
郵
送
に
よ
る
申
請
に
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

　
問
地
域
健
康
福
祉
室
（
長
寿
・
介
護
保

険
担
当
）
☎
８
４
１
・
１
４
６
０
、
〃

８

４
４
・
０
３
１
５

介
護
保
険
施
設
の
負
担
額
を
軽
減

市
民
税
非
課
税
世
帯
で
介
護
保
険
施
設
サ

ー
ビ
ス
や
短
期
入
所
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
）
を
利
用
す
る
人
は
「
介
護
保
険
負
担

限
度
額
認
定
証
」
利
用
施
設
に
提
示
す
る

と
食
費
・
居
住
費
（
滞
在
費
）
の
負
担
額

が
減
額
さ
れ
ま
す
。
対
象
者
は
申
請
を
。

す
で
に
認
定
証
を
所
持
し
て
い
る
人
に
は

６
月
上
旬
に
更
新
勧
奨
通
知
を
送
付
す
る

の
で
手
続
き
を
。
▼
要
件
　
⑴
生
活
保
護

受
給
者
。
⑵
本
人
お
よ
び
世
帯
全
員
（
世

帯
分
離
し
て
い
る
配
偶
者
を
含
む
）
が
市

民
税
非
課
税
者
で
、
預
貯
金
等
に
つ
い
て

は
下
表
の
通
り
変
わ
り
ま
す
。

低
所
得
者
の
保
険
料
特
別
軽
減

　
次
の
要
件
全
て
に
該
当
す
る
人
は
、
納

期
限
が
過
ぎ
て
い
な
い
保
険
料
額
を
軽
減

で
き
ま
す
。
▼
要
件
　
⑴
市
民
税
非
課
税

世
帯
⑵
世
帯
の
前
年
の
収
入
金
額
の
合
計

が
１
５
０
万
円 (

世
帯
員
が
２
人
以
上
の

場
合
は
、
２
人
目
以
降
１
人
に
つ
き
50
万

円
を
加
算
し
た
額) 

以
下
⑶
市
民
税
課
税

者
に
扶
養
さ
れ
て
い
な
い
⑷
資
産
を
活
用

し
て
も
生
活
困
窮
状
態
に
あ
る (

居
住
用

以
外
の
土
地
・
家
屋
が
な
く
、
預
貯
金
が

３
５
０
万
円
以
下
な
ど)

。
申
請
の
詳
細

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
ま
た
は
同
担
当

へ
お
問
い
合
わ
せ
を
。

社
会
福
祉
法
人
に
よ
る
介
護

サ
ー
ビ
ス
の
負
担
額
を
軽
減

　
要
件
に
該
当
す
る
人
は
、
申
し
出
に
よ

り
、
社
会
福
祉
法
人
が
提
供
す
る
介
護
サ

ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担
額
な
ど
が
軽
減
さ

れ
ま
す
。
減
額
は
利
用
者
負
担
額
の
25
％

（
老
齢
福
祉
年
金
受
給
者
は
50
％
）。
特
別

養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
施
設
サ
ー
ビ
ス
・
短

期
入
所
で
は
食
費
・
居
住
費
（
滞
在
費
）、

通
所
介
護
で
は
食
費
に
つ
い
て
も
軽
減
の

対
象
（
日
常
生
活
費
は
軽
減
対
象
外
）。

ま
た
、
生
活
保
護
受
給
者
は
申
し
出
に
よ

り
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
・
短
期
入
所
の
個
室

の
居
住
費
（
滞
在
費
）
が
軽
減
対
象
に
。

対
象
と
な
る
要
件
な
ど
詳
細
は
同
担
当
へ

お
問
い
合
わ
せ
を
。

介護保険料
　被保険者の昨年中の合計所得金額等や令和
３年４月１日または取得日の世帯状況によっ
て15段階に分かれています。

納付方法

　年金からの引き去り（特別徴収）の場合は、年
金支給月（偶数月）に支払われる年金から引き去
ります。納付書または口座振替（普通徴収）の
場合は４月～来年３月の１年分を、６月から来年３
月の毎月１回（計10回）払いになります。

保険料の
減免

　災害で資産に大きな損害を受けた場合や大
幅に収入が減少した場合などで保険料や介護
サービスの自己負担が減免されることがありま
す。詳細は同担当へお問い合わせを。新型コ
ロナウイルス感染症による収入減少について
も対象となる場合があります。

　介護保険制度は40歳以上の人の保険料と公費で運営され
ています。65歳以上の第１号被保険者には６月中旬に令和
３年度の介護保険料納付通知書または介護保険料決定通知
書を送付します。40歳～64歳の第２号被保険者は、それぞ
れが加入する医療保険の保険料と一括徴収。

６月中旬に65歳以上の人
納付通知書を送付します。

利用者負担段階 対象者 預貯金額（夫婦）

第１段階 ・生活保護受給者
・世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者 1000万円（2000万円）以下

第２段階

本人および世帯全員
が住民税非課税

年金収入額+合計所得金額が
80万円以下 650万円（1650万円）以下

第３段階⑴ 年金収入額+合計所得金額が
80万円超～120万円以下 550万円（1550万円）以下

第３段階⑵ 年金収入額+合計所得金額が
120万円超 500万円（1500万円）以下

介護保険
社会全体で介護を支える
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６
月
１
日
に
令
和
３
年
度
納
税
通
知
書

を
送
付
し
て
い
ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ん
が

納
め
た
市
税
は
ま
ち
づ
く
り
の
貴
重
な
財

源
に
な
り
ま
す
。
期
限
を
守
っ
て
納
め
て

く
だ
さ
い
。
市
・
府
民
税
の
計
算
方
法
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
ま
た
は
市
民
税
課

へ
お
問
い
合
わ
せ
を
。
非
課
税
の
人
に
は

通
知
書
を
送
付
し
て
い
ま
せ
ん
。

　
問
市
民
税
課
☎
８
４
１
・
１
３
５
３
、

〃

８
４
１
・
３
０
３
９

公
的
年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し

（
特
別
徴
収
）

　
対
象
は
４
月
１
日
現
在
65
歳
以
上
の
公

的
年
金
等
受
給
者
で
、
前
年
中
の
年
金
所

得
に
係
る
個
人
の
市
・
府
民
税
の
納
税
義

務
の
あ
る
人
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
場
合
は
対
象
外
。
⑴
介
護
保

険
料
の
特
別
徴
収
の
対
象
外
⑵
令
和
３
年

度
の
特
別
徴
収
税
額
が
老
齢
基
礎
年
金
等

の
額
を
超
え
る
⑶
老
齢
基
礎
年
金
等
の
額

が
18
万
円
未
満
。

◆
令
和
２
年
度
か
ら
継
続
し
て
特
別

徴
収
の
人
　
４
月
支
給
分
の
公
的
年
金
等

か
ら
令
和
３
年
度
分
の
仮
徴
収
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。
３
年
度
市
・
府
民
税
の
年
税

額
か
ら
４
・
６
・
８
月
の
仮
徴
収
額
を
差

し
引
き
、
10
・
12
・
２
月
で
残
額
を
本
徴

収
し
ま
す
。
た
だ
し
、
令
和
３
年
度
の
公

的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
税
額
が
仮
徴
収

額
以
下
に
な
る
場
合
、
６
月
ま
で
年
金
か

ら
特
別
徴
収
を
行
い
、
残
額
は
普
通
徴
収

に
な
り
ま
す
。

◆
今
年
度
か
ら
特
別
徴
収
の
人
　
６
・

８
月
は
納
付
書
等
で
支
払
う
普
通
徴
収
、

10
・
12
・
２
月
は
年
金
か
ら
特
別
徴
収
。

対
象
と
な
る
人
は
６
月
に
送
付
す
る
納
税

通
知
書
に
公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
税

額
を
記
載
し
て
い
る
の
で
ご
確
認
を
。

災
害
・
失
業
な
ど
に
よ
る
減
免

　
災
害
に
あ
っ
た
人
や
廃
業
・
失
業
（
自

己
都
合
退
職
や
定
年
に
よ
る
退
職
を
除

く
）
で
所
得
が
著
し
く
減
少
し
た
人
、
学

生
、
生
活
保
護
受
給
者
、
そ
の
他
特
別
な

事
情
で
納
税
が
困
難
な
人
は
、
前
年
の
合

計
所
得
金
額
や
同
一
世
帯
の
収
入
状
況
等

に
よ
り
市
・
府
民
税
を
減
免
で
き
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
必
ず
納
期
限
ま
で
に
市
民

税
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
を
。

市
・
府
民
税
の 

申
告
を
お
忘
れ
な
く

　
公
的
年
金
収
入
４
０
０
万
円
以
下
で
そ

の
他
の
所
得
が
20
万
円
以
下
の
た
め
確
定

申
告
不
要
と
な
っ
た
人
で
も
、
公
的
年
金

以
外
に
所
得
が
あ
る
場
合
や
市・
府
民
税

で
医
療
費
控
除・
生
命
保
険
料
控
除
な
ど

を
受
け
た
い
場
合
は
、
市・
府
民
税
の
申

告
が
必
要
で
す
。
申
告
期
限
は
過
ぎ
て
い

ま
す
が
、
期
限
後
の
申
告
も
可
能
で
す
の

で
お
忘
れ
な
く
。

確
定
申
告
期
限
延
長
に
伴
う

市
・
府
民
税
へ
の
影
響

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大

防
止
の
観
点
か
ら
、
所
得
税
お
よ
び
復
興

特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
期
限
が
延
長
さ

れ
ま
し
た
が
、
３
月
16
日
以
降
に
所
得
税

お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
書

（
以
下
「
確
定
申
告
書
」）
を
提
出
し
た
人

は
、
以
下
の
よ
う
な
影
響
が
あ
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

⑴
市
・
府
民
税
　
令
和
３
年
度
市
・
府
民

税
に
つ
い
て
、
税
額
の
決
定
時
に
確
定
申

告
書
の
記
載
内
容
が
反
映
さ
れ
て
い
な
い

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
、
確
定

申
告
書
の
記
載
内
容
を
反
映
し
た
時
期

に
あ
わ
せ
て
税
額
決
定
（
変
更
）
通
知

書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

⑵
市
・
府
民
税
課
税
証
明
書
　
市
・
府
民

税
の
税
額
決
定
通
知
書
が
送
付
さ
れ
た
後

に
交
付
可
能
と
な
る
た
め
、
確
定
申
告
書

の
記
載
内
容
を
反
映
し
た
課
税
証
明
書
を

取
得
で
き
る
時
期
が
遅
く
な
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

⑶
各
種
保
険
料
等
　
各
種
保
険
料
（
国
民

健
康
保
険
料
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
・
介
護
保
険
料
等
）、
各
種
手
当
等
の

決
定
時
期
に
影
響
が
出
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
な
お
、
⑶
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
へ

の
影
響
に
つ
い
て
は
、
各
担
当
課
へ
お

問
い
合
わ
せ
を
。

◆給与所得控除・公的年金等控除から基
礎控除への振替
　基礎控除・給与所得控除・公的年金等控除
の改正

◆所得金額調整控除の創設
◆非課税基準および所得控除等の適用に
ついての所得金額要件等の見直し
◆未婚のひとり親に対する税制上の措置
および寡婦（寡夫）控除の見直し
◆新型コロナウイルス感染症緊急経済対
策における税制上の措置
　⑴寄附金税額控除の特例
　⑵住宅ローン控除の適用要件の弾力化
　詳細は市ホームページまたは納税通知書に
同封している冊子参照。

令和３年度から適用される
主な税制改正

市・府民税
まちづくりの貴重な財源
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新型コロナの影響で掲載イベントを中止・延期する可能性
があります。イベント参加時はマスク着用など対策を。

高
齢
者

健
康
・
福
祉

ス
ポ
ー
ツ

安
全
安
心

税
・
保
険

環
境
・

ま
ち
づ
く
り

産
業
・
求
人
・

就
労

催
し
な
ど

そ
の
他

子
育
て
・

教
育
子
育
て
・

教
育
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子

育

て

１
人
目
子
育
て
中
の
マ
マ
向
け

ベ
ビ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム

　
赤
ち
ゃ
ん
と
の
関
わ
り
方

を
学
び
、
母
親
同
士
で
語
り

合
い
。
▼
日
時
な
ど
　
７
月

５
日
～
26
日
の
毎
週
月
曜
午

後
１
時
45
分
～
３
時
45
分
、
ラ
ポ
ー
ル
ひ
ら

か
た
。
全
４
回
。
対
象
は
令
和
３
年
１
月
６

日
～
５
月
５
日
生
ま
れ
の
第
１
子
と
母
親
。

テ
キ
ス
ト
代
１
０
０
０
円
。
▼
申
込
　
６
月

１
日
～
24
日
に
フ
ァ
ミ
リ
ー
ポ
ー
ト
ひ
ら
か

た
（
☎
・
〃

８
５
０
・
４
４
０
０
）
に
あ
る

申
込
書
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
取
り
出
し

可
。
市
役
所
別
館
５
階
私
立
保
育
幼
稚
園
課

に
も
あ
り
）
を
郵
送
で
〒
573
―
１
１
５
５
招

提
南
町
２
―
50
―
１
フ
ァ
ミ
リ
ー
ポ
ー
ト
ひ

ら
か
た
へ
。
電
話
・
専
用
メ
ー
ル
フ
ォ
ー
ム

（
上
記
コ
ー
ド
）
可
。
抽
選
で
10
組
。
詳
細

は
フ
ァ
ミ
リ
ー
ポ
ー
ト
ひ
ら
か
た
へ
お
問
い

合
わ
せ
を
。

　
問
私
立
保
育
幼
稚
園
課
☎
８
４
１
・
１
４

７
１
、
〃

８
４
１
・
４
３
１
９

児
童
手
当
・
特
例
給
付

６
月
中
に
現
況
届
の
提
出
を

　
２
月
～
５
月
分
の
児
童
手
当
・
特
例
給
付

を
６
月
10
日
㈭
に
口
座
に
振
り
込
み
ま
す

（
左
表
⑴
）。
請
求
者
の
所
得
が
限
度
額
以
上

の
場
合
は
特
例
給
付
（
左
表
⑵
）。
児
童
手

当
・
特
例
給
付
を
受
け
て
い
る
人
は
６
月
中

に
現
況
届
（
公
務
員
を
除
く
対
象
者
へ
５
月

末
に
発
送
）
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
提
出

が
な
い
と
６
月
分
以
降
の
受
給
が
で
き
ま
せ

ん
。
提
出
期
間
中
は
窓
口
が
混
雑
す
る
の
で

郵
送
で
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
問
年
金
児
童
手
当
課
☎
８
４
１
・
１
４
０

８
、
〃

８
４
１
・
３
０
３
９

こ
ん
に
ち
は
赤
ち
ゃ
ん

家
庭
訪
問
員
を
募
集

　
生
後
４
カ
月
ま
で
の
乳
児
が
い
る
家
庭
を

訪
問
し
、
育
児
の
不
安
や
悩
み
を
傾
聴
、
子

育
て
支
援
に
関
す
る
情
報
提
供
な
ど
を
行
い

ま
す
。
対
象
は
家
庭
訪
問
と
年
３
回
の
研
修

に
参
加
で
き
、
保
健
師
・
助
産
師
・
看
護

師
、
保
育
士
資
格
を
持
つ
人
か
、
子
ど
も
家

庭
サ
ポ
ー
タ
ー
や
ひ
ら
か
た
子
育
て
サ
ポ
ー

タ
ー
な
ど
子
育
て
支
援
の
経
験
が
あ
る
人
。

１
件
当
た
り
１
５
０
０
円
を
支
給
（
交
通
費

を
含
む
）。
登
録
期
間
は
11
月
１
日
～
来
年

３
月
31
日
（
更
新
あ
り
）。
面
接
で
若
干
名
。

▼
事
業
説
明
会
・
面
接
　
７
月
８
日
㈭
午
前

10
時
～
11
時
30
分
ま
た
は
９
日
㈮
午
後
１
時

30
分
～
３
時
、
ラ
ポ
ー
ル
ひ
ら
か
た
。
▼
申

込
　
６
月
10
日
～
25
日
に
電
話
で
社
会
福
祉

協
議
会
へ
。
新
人
研
修
は
８
月
26
日
㈭
午
前

９
時
30
分
～
午
後
４
時
。

　
問
社
会
福
祉
協
議
会
☎
８
０
７
・
３
０
１

７
、
〃

８
４
５
・
１
８
９
７

ファミリーサポートセンター
　一時的に子どもを預かったり送迎をしたりする有償ボラ
ンティアの会員組織です。
◆提供会員養成講座　子どもの預かりや送迎などで子育て
家庭を応援する提供会員になるための養成講座。子どもと
の関わり方や事故予防、子育て支援について学びます。 ▼

日時など　⑴６月25日㈮市民会館集会室⑵29日㈫⑶７月
２日㈮サプリ村野。全３回。いずれも午前10時～午後３時
30分。対象は子育て経験や保育・教育の実務経験のある
人。無料。 ▼申込　６月３日午前10時から電話で同サポー
トセンター（☎805・3522）へ。先着20人。詳細は同サ
ポートセンターへお問い合わせを。
◆依頼会員出張登録会　サポートを受けたい人(依頼会員)
の出張登録会。対象はおおむね生後３カ月～小学６年生の
子どもがいる人。妊娠中の人も登録可。 ▼日時など　６月
21日㈪蹉跎生涯学習市民センター・26日㈯ラポールひら
かた。いずれも午前10時～11時。保育あり（生後４カ月
以上。要予約。先着各５人）。 ▼申込　６月１日午前10時
から電話で同サポートセンター（☎805・3522）へ。先
着各10人。登録希望者は保護者の顔写真(縦３㎝×横２㎝)
２枚・印鑑持参。無料体験クーポンの申請希望者（対象は
２歳未満の子どもの保護者）は母子健康手帳など子どもの
氏名、生年月日が確認できる書類の写しを持参。
問私立保育幼稚園課☎841・1471、〃841・4319

▼表⑴児童手当・特例給付の支給月額
受給者の
所得 対　象 支給月額

（１人当たり）

所得制限
限度額未満
（児童手当）

３歳未満
３歳～小学生
（第３子以降）

１万 5000円

３歳～小学生
（第１子・第２
子）、中学生

１万円

所得制限
限度額以上
(特例給付 )

０歳～中学生 5000円

▼表⑵児童手当の所得制限限度額
　（令和２年分の所得）

扶養親族等の数 所得額
（万円）

収入額の目安
（万円）

０人 622 833.3
１人 660 875.6
２人 698 917.8
３人 736 960
４人 774 1002.1
５人 812 1042.1

　※以下１人増すごとに 38万円ずつ加算。
扶養親族等に老人控除対象配偶者または老
人扶養親族がいる場合はその１人につき６
万円がこの限度額に加算されます。収入額
の目安は給与収入のみで計算。
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